
水利用と水質の現状と課題



・流況の変化
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低水流量 渇水流量 最小流量

１９７１年
王子製紙の排水先変更

枇杷島地点における流況の経年変化

１９７6年
東濃用水供用開始

１９７５

275番目/365日 355番目/365日 365番目/365日

・低水・渇水・最小流量を経年的にみると、1975年頃から

比較的安定している。
資料：流量年表
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用水（許）

八ヶ村用水（許）

神明用水（許）

天白用水（許）

庄内緑地用水（許）

山西用水（許）

王子製紙４（許）

王子製紙３（許）

王子製紙２（許） 上条用水（許）

高貝用水（許）

王子製紙１（許）

千歳楼洗浄用水（許）

玉野用水（慣）

虎渓用水（慣）

浴場用水（許）
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● 枇杷島
庄内川

● 志段味 ● 多治見 ● 瑞浪● 土岐

（0.0007）
（0.5000）

（0.89）

（0.4000）

（0.5000）
（0.24）

（0.8340）

（0.6）

（0.0008）

（0.556） （0.0005）（2.4000）

（0.97）

（0.3）

（0.26）

（3.583）

（1.157）

発電取水(4.17)を
一部利用

注）（ ）は年最大取水量を示している注）年最大取水量を示す

工業用水
26%

その他
0%

かんがい
用水

（許可）
52%

かんがい
用水

（慣行）
22%

13m3/s

・主な取水の状況



1 2 3

4
5
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7

8

番号 施設名 設置目的

1 山西用水堰 名古屋市長 かんがい

2 庄内用水頭首工 かんがい

3 八ヶ村用水堰 かんがい

4 神明上条用水堰 春日井市長 かんがい

5 高貝用水堰 春日井市長 かんがい

6 玉野用水堰
春日井市長

（玉野用水土地改良区理事長） かんがい

7 虎渓頭首工 多治見市長 かんがい

8

河川名

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

土岐川

土岐川 多治見水道取水堰 多治見市長 上水

施設管理者

名古屋市長

名古屋市長

番号 施設名 設置目的

1 山西用水堰 名古屋市長 かんがい

2 庄内用水頭首工 かんがい

3 八ヶ村用水堰 かんがい

4 神明上条用水堰 春日井市長 かんがい

5 高貝用水堰 春日井市長 かんがい

6 玉野用水堰
春日井市長

（玉野用水土地改良区理事長） かんがい

7

虎渓頭首工

多治見市長 上水

8

河川名

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

土岐川

土岐川

多治見水道取水堰

多治見市長 かんがい

施設管理者

名古屋市長

名古屋市長

・主な取水堰
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の見直しおよび廃止
慣行水利権が
許可水利権へ移行

資料：岐阜県 統計年鑑・愛知県 統計年鑑

庄内川直轄区間における灌漑用許可水利権量の変化

流域関連市町の農地面積の変化
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・農地面積と許可水利権量の変化



岩屋ダム
（1977年）

牧尾ダム
（1961年）

阿木川ダム
（1991年）

味噌川ダム
（1996年）

長良川河口堰

徳山ダム
（建設中）

・木曽川水系からの水供給



・主な水供給の割合

※グラフに記載されてある「庄内川」とは
「庄内川直轄区間における水利権量」の値である

愛知県

農業用水
51.9m3/s

濃尾用水
44.5m3/s

庄内川
7.4m3/s

庄内川
14.2%

木曽川
85.8%

上水道
1.9m3/s

工業用水
0m3/s

農業用水
2.4m3/s

岐阜県

木曽川
100%

東濃用水
1.9m3/s

庄内川
100%

庄内川
2.4m3/s

木曽川総合用水
（愛知県水道）

7.2m3/s

名古屋市水道
20m3/s 木曽川

100%

愛知用水
（愛知県水道）

6.5m3/s

工業用水
3.4m3/s

庄内川
3.4m3/s

庄内川
100%

上水道
33.7m3/s



・渇水の状況（Ｈ6）

平成6年牧尾ダム（木曽川水系）

の枯渇状態

阿木川ダム

牧尾ダム

岩屋ダム

上水 工水 農水 上水 工水 農水 上水 工水 農水

H6 35% 65% 65% 35% 65% - 35% 65% 65%

　　　発生地域

発生年度

木曽川水系　牧尾ダム 木曽川水系　阿木川ダム 木曽川水系　岩屋ダム

取水制限期間
最大取水制限率

取水制限期間
最大取水制限率

取水制限期間
最大取水制限率

6/1～11/13
166日間

7/11～11/13
126日間

6/9～11/13
158日間



・渇水の状況（Ｈ6）

読売新聞 （H6.6.14)

読売新聞 （H6.8.12)

中日新聞 （H6.11.12)



・渇水の状況（Ｈ6）

渇水時の状況
（H6年）

平常時の状況
（Ｈ11年）

多治見橋下流

毎日新聞 （H6.9.5)



凡　例

流域界

県境

環境基準地点

水質環境 pH DO BOD SS 大腸菌群数
類型 [-] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [MPN/100ml]

（範囲内） （以上） （以下） （以下） （以下）

AA 6.5～8.5 7.5 1 25 50

A 6.5～8.5 7.5 2 25 1000

B 6.5～8.5 5 3 25 5000

C 6.5～8.5 5 5 50 -

D 6.0～8.5 2 8 100 -

E 6.0～8.5 2 10 ゴミ等の浮遊なし -

・環境基準



・BODの経年変化
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凡　例

流域界

県境

環境基準地点

水質環境 BOD
類型 [mg/l]

（以下）

AA 1

A 2

B 3

C 5

D 8

E 10

（てんじんばし）

（びわじまばし）

（てんがばし）



・支川流入（BOD）

八田川

庄内川

八田川合流付近の現在の状況

AA・A B C D E

出典：全国一級河川の水質現況 「国土交通省河川局」



・ SSの経年変化
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凡　例

流域界

県境

環境基準地点

水質環境 SS
類型 [mg/l]

（以下）

AA 25

A 25

B 25

C 50

D 100

E ゴミ等の浮遊なし

※E類型のため環境基準値はない。
・枇杷島橋（1971年5月～1996年3月）
・天神橋（1971年～現在）



・支川流入（SS）

昭和48年 平成13年

庄内川明徳橋付近の様子
（昭和48年と平成13年）

庄内川庄内川
新川 新川

AA・A・B DC

※E類型の数値目標は無し

出典：全国一級河川の水質現況 「国土交通省河川局」



・排水規制と上乗せ規制

＜王子製紙と春日井市
との協定＞
BOD：65（45）[mg/l]

SS：40（40）[mg/l]

（ ）：日間平均

排水規制の例
（板紙製造業）

＜排水規制＞
BOD：160（120）[mg/l]

SS：200（150）[mg/l]

＜上乗せ規制（愛知県）＞
BOD：120（100）[mg/l]

SS：180（150）[mg/l]

＜排水規制＞
公共用水域の水質保全を図るため、
全国一律の排水基準を設定
（一日当たりの排水量が50m3以上の

特定事業場に適用）

S46 水質汚濁防止法 施行 （H12改正）

＜上乗せ規制＞
全国一律の排水基準では環境基準
を達成・維持することが困難な水域
では、上乗せ基準を設定



・下水道普及率
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・水利用と水質から見た課題

◆水利用の適正化

・現状の農地利用に見合った水利用

・環境に配慮した弾力的な水利用

◆流域と自治体とが一体となった水質改善

・排水規制の強化と適正な運用（監視）

・下水道等の整備推進

◆住民・ＮＰＯ・企業が一体となった水質改善

・環境に対する意識の向上

・環境にやさしい生活様式への転換
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